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第 ４ 回  熊本県議会 ＴＰＰ対策特別委員会会議記録 

 

平成27年10月６日(火曜日) 

            午前11時15分開議 

            午前11時36分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

（１） ＴＰＰ交渉に関する件 

ＴＰＰ交渉の現状について 

 （２）ＴＰＰ協定交渉の大筋合意に対する

意見書の提出について 

 （３）その他 

――――――――――――――― 

出席委員(13人) 

        委 員 長 前 川   收 

        副委員長 藤 川 隆 夫 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 吉 永 和 世 

                委   員 坂 田 孝 志 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 岩 本 浩 治 

                委  員 山 本 伸 裕 

欠席委員(１人) 

        委  員 重 村   栄 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

政策審議監 坂 本   浩 

      首席審議員兼 

企画課長 吉 田   誠 

知事公室 

       政策調整監 平 井 宏 英 

 総務部 

        人事課長 青 木 政 俊 

 健康福祉部 

首席審議員兼 

健康福祉政策課長 渡 辺 克 淑 

健康危機管理課長 岡 﨑 光 治 

首席審議員兼 

医療政策課長 立 川   優 

国保・高齢者医療課長 大 塚 陽 子 

薬務衛生課長 和久田 俊 裕 

環境生活部 

    環境政策課長 家 入   淳 

くらしの安全推進課長 開 田 哲 生 

商工観光労働部 

      政策審議監 

兼商工政策課長 奥 薗 惣 幸 

産業支援課長 古 森 美津代 

企業立地課長 寺 野 愼 吾 

 農林水産部 

         部 長 濱 田 義 之 

生産局長 園 田   誠 

農林水産政策課長 白 石 伸 一 

農産課長 酒瀬川 雅 士 

畜産課長 中 村 秀 朗 

林業振興課長 宮 田   修 

水産振興課長 木 村 武 志 

土木部 

      首席審議員 

       兼監理課長 成 富   守 

出納局 

管理調達課長 田 上 英 充 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 春 日 潤 一 

     政務調査課主幹 福 島 哲 也 

―――――――――――――― 

午前11時15分開議 

○前川收委員長 ただいまから、第４回ＴＰ

Ｐ対策特別委員会を開催いたします。 
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 それでは、審議に入ります。 

 まず、執行部から、ＴＰＰ交渉の現状につ

いての御説明をいただき、後に一括して質疑

を受けたいと思います。 

 では、説明をお願いいたします。 

 

○吉田企画課長 企画課の吉田でございま

す。 

 それでは、お手元に配付させていただいた

資料に沿って御説明をさせていただきます。 

 １ページをごらんください。 

 報道等で御案内のとおり、ＴＰＰ協定につ

きましては、昨日、大筋合意が発表されてお

ります。９月30日から１日の予定でございま

したが、予定を延長して閣僚会合がアメリカ

のアトランタで開催されております。 

 では、時間もないので、２ページをごらん

ください。 

 大筋合意の共同声明に先立ちまして、安倍

総理が会見を開催されております。そのテー

プ起こしをここに記載をさせていただいてお

ります。 

 安倍総理からは、下から丸の２つ目、交渉

の結果、農業分野において、米、牛肉・豚

肉、乳製品といった品目を中心に、関税撤廃

の例外をしっかり確保することができたと、

農業は国の基であり、美しい田園風景を守っ

ていくことは政治の責任という御発言がござ

いました。また、生産者が安心して再生産に

取り組むことができるよう、我々も全力を尽

くしていきたい、農林水産業をしっかりとそ

うした分野にしていきたいというような発言

がございました。 

 続きまして、３ページをごらんください。 

 ３ページに、環太平洋パートナーシップ閣

僚声明概要ということで、こちらはアメリカ

の通商代表部ホームページに記載をされてい

るものでございます。 

 下のパラグラフの下線部をごらんくださ

い。 

 この歴史的協定が、経済成長を促し、生産

性と競争力を向上させ、生活水準を高めるこ

とを期待というふうにされております。 

 続きまして、４ページをごらんください。 

 ４ページに、昨日11時半より、甘利担当大

臣が記者会見をアトランタのほうでされてお

ります。そちらも、テープ起こしのほうで記

載をさせていただいております。 

 大筋合意の意義についてでございますが、

丸の２つ目でございます。関税の削減、撤廃

だけではなく、幅広い分野で21世紀型の新し

い貿易、投資ルールを構築するＴＰＰによ

り、人、物、資本、情報全てが自由に行き交

う巨大な経済圏が誕生と、次の丸でございま

すが、新たな通商ルールを構築したことは、

大きな戦略的な意義を有している、ＴＰＰが

打ち立てた高いレベルのルールが、世界のス

タンダードになっていくだろうという御発言

をされております。 

 続きまして、５ページでございます。 

 お手元に、詳しい、政府が公表した環太平

洋パートナーシップ協定、ＴＰＰの概要を配

らせていただいておりますが、こちらにつき

ましては、甘利担当大臣の御発言から抜粋し

て、特に我々の関心が高い重要５品目の部分

について記載をさせていただいております。 

 まず、合意内容でございますが、米につき

ましては、国家貿易制度は引き続き維持とい

うことで、税率も、キロ当たり341円を維持

するとされておりますが、この制度の中で、

最終的に新たに７万8,400トンの国別枠を設

置するということが合意されたということで

ございます。 

 中身については、アメリカが当初は５万ト

ン、オーストラリアが当初は0.6万トンとい

うことで、13年目以降に、アメリカが７万ト

ン、オーストラリアが0.84万トンということ

で、７万8,400トンの国別枠の設定となって

おります。 

 麦につきましては、こちらも国家貿易を引
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き続き維持をするという形になります。その

制度の中で、こちらも新たに割り当て枠を設

置するということで、具体的には、アメリカ

とオーストラリアとカナダについて、７年目

以降に合計で25.3万トンの割り当て枠を設置

するとなっております。 

 そして、今、国家貿易ですので、国が一旦

買い上げて、そして国がある程度お金を上積

みをして徴収するマークアップと言われる制

度で、実際の関税に似た役割を果たしており

ますが、このマークアップについても、９年

目以降は現状の45％を削減するということに

なっております。 

 続きまして、牛肉でございます。 

 牛肉につきましては、現行の38.5％を、最

終的には16年目以降には９％とするというこ

とで、具体的には、38.5％から27.5％、10年

目に20％という形で段階的に下げていくとい

う形になります。 

 そして、牛肉については、輸入が急増した

場合には、関税を一時的に引き上げるセーフ

ガード、いわゆる制度を確保したということ

でございます。 

 続きまして、豚肉でございます。 

 豚肉につきましては、高価格帯について

は、価格に対して関税をかける制度、そし

て、高価格帯以外は、従量、キログラム当た

りに関税をかける制度になっておりますが、

この高価格帯の価格に関税をかける制度につ

きましては、10年目に撤廃をするということ

を甘利大臣がおっしゃっております。そし

て、いわゆるキログラムにかける部分につき

ましては、最終的に50円に引き下げるという

ふうになっております。 

 なお、こちら、価格のほうは撤廃とおっし

ゃっておりますが、この制度そのものがなく

なるかどうかはちょっと確認をしておるとこ

ろでございます。 

 最後は、乳製品でございます。 

 乳製品につきましては、引き続きこちらも

国家貿易制度を維持という形になりますが、

そのもとで新たな関税割り当て枠と。これ

は、新しくＴＰＰ枠を設定するということ

で、生乳換算で、当初は６万トン、６年目以

降は７万トン、新たな輸入割り当て枠を設置

するという形になっております。 

 なお、参考までにございますが、甘利大

臣、その会見の中で――書いてはおりません

が、工業製品については、99.9％の品目で関

税を撤廃するということでございました。 

 特に、アメリカ向けを書かせていただいて

おりますが、アメリカ向けについては、自動

車部品の部分については、日本からの輸出額

の８割以上を、発効後直ちに関税撤廃をする

ということ、あとは完成品の自動車について

は、15年目から関税削減を開始して、最終的

には25年目に完全撤廃されることでアメリカ

と決着をしているということでございまし

た。 

 続きまして、６ページをごらんください。 

 引き続きまして、甘利担当大臣の昨日の発

言でございます。 

 まず、懸念と不安についてという部分でご

ざいますが、重要品目については、下線部、

重要５品目を中心に関税撤廃の例外を数多く

確保するほか、交渉の結果として最善のもの

となったと考えているということ、その次の

下線ですが、確実に再生産可能となるよう、

政府全体で責任を持って国内対策を取りまと

め、交渉で獲得した措置とあわせて、万全の

措置を講じるというふうにされておられま

す。 

 そして、一番下の丸、漁業補助金をごらん

ください。 

 漁業補助金につきましては、下線、我が国

の漁業補助金は、ＴＰＰで禁止される補助金

には当たらないこととなりましたという説明

がございました。 

 そして、一番下の下線でございますが、国

会においてもしっかりと御説明し、できるだ
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け早期にＴＰＰを御承認いただけるよう、力

を尽くす所存という御発言をされておりま

す。 

 ７ページ、８ページには、衆参両院の決議

を参考までにつけております。 

 あともう１点、安倍総理記者会見というこ

とで紙をお配りさせていただいております。

これは……(「配ってないです」と呼ぶ者あ

り)済みません、配っておりませんでした。

大変恐縮でした。配っておりませんでした。

失礼しました。 

 本日10時、本会議中に安倍総理が、再度記

者会見を開いておられます。済みません、口

頭で恐縮ですが、その記者会見の中で安倍総

理から、美しい田園、伝統あるふるさと、助

け合いの農村文化、日本が誇るこうした国柄

を、これからもしっかりと守っていく、その

決意は今後全く揺らぐことはありません、私

が先頭に立って取り組んでまいりますと、全

ての大臣をメンバーとするＴＰＰ総合対策本

部を設置します、政府全体で責任を持って、

できる限りの総合的な対策を実施してまいり

ます、甘利大臣が帰国し、報告を受けた後、

具体的な指示を出すこととしていますという

ことを、本日の10時に記者会見でおっしゃっ

ております。 

 大変雑駁でございますが、私からの説明は

以上でございます。 

 

○前川收委員長 きのう妥結ができて、情報

が少ない中でありますけれども、これまでの

流れについて、そして妥結の内容についての

説明をいただきました。 

 これから質疑に入りたいと思いますが、質

疑はありませんか。 

 

○荒木章博委員 私、ちょっと問題があれか

と思うんですけれども、やっぱり食品におけ

る安全の基準というのは、国によって非常に

違ってくると思うんですよね。安いからいい

ということだけではなくて、そういうことの

管理の仕方というのも、今後やっぱり重要に

なってくるんですかね。 

 

○前川收委員長 食品安全の問題がＴＰＰで

議論されていますかね。 

 

○荒木章博委員 低価格になるのはわかるん

だけど、安全基準ですよ。 

 

○吉田企画課長 詳細な検討はこれからにな

りますけれども、政府が発表しているＴＰＰ

の合意内容には、衛生植物検疫措置という部

分がございまして、その中で、政府の話によ

れば、加盟国に食品の安全を確保するために

必要な措置をとる権利を認めるＷＴＯ／ＳＰ

Ｓ協定を踏まえた規定となっているというこ

とで、日本の制度変更が必要になる規定は設

けられておらず、日本の食品の安全が脅かさ

れるようなことはないということを政府のほ

うではおっしゃっておられます。 

 

○荒木章博委員 わかりました。 

 

○前川收委員長 ほかにございませんでしょ

うか。 

 

○西岡勝成委員 重要５品目の中で、経過的

に、段階的にいろいろ影響が出てくると思う

んですけれども、今の段階で、どの品目が一

番大きな影響を与えそうですか。 

 

○吉田企画課長 昨日の晩に合意内容が発表

されたばかりですので、これから詳細な検討

を至急進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 

○西岡勝成委員 今の段階ではわからない。 

 

○吉田企画課長 はい。 
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○村上寅美委員 ５品目、特に、５品目も、

非常に豚なんていうのは、やっぱり将来的に

は非常に厳しくなるということは目に見えて

いるわな。国内で、まあ安倍さんはトータル

で何とか守るというようなことだけど、５品

目以外の関税はどうなるの。 

 

○吉田企画課長 重要５品目以外の農林水産

物についても、それぞれ、例えば小豆、イン

ゲンであったり、林産物であったり、あとは

水産物についても、それぞれＴＰＰ協定でな

されております。そういったものも、執行部

においては、しっかりとこれから分析をし

て、影響等々については検討してまいりたい

と思っております。 

 

○村上寅美委員 全面撤廃じゃないんだね。 

 

○吉田企画課長 今のところ、関税枠を維持

するものと撤廃されるもの、混在しておりま

すので、そういったものをしっかり精査をし

ていきたいと思っております。 

 

○白石農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 今、吉田課長が申し上げたとおりでござい

ますが、早々にも、農林水産物の関係につい

ては、農林水産省のほうでまた説明会がある

やに情報もありますので、そういった国の説

明あたりを聞きながら、影響等についても、

また把握してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○荒木章博委員 九州知事会とか全国知事会

というのは、今後どういうふうな動きをし、

また、行動を予定しようとしているんですか

ね。やっぱりこういうものは、県単位ではな

くて、九州やら全国の問題ですからね。知事

会あたりは、どういうふうに、このことを踏

まえて努力されようとしているんですかね。

そこだけちょっとお尋ねします。 

 

○吉田企画課長 全国知事会、九州知事会と

もに、ＴＰＰ問題には高い関心を示しており

まして、特に九州知事会、九州は本県を含め

て農業県でございますので、九州知事会にお

いても、ＴＰＰ協定については、慎重に判断

するようにということは、知事会として申し

入れをしているところでございます。 

 今月の末に九州知事会が開かれますので、

当然そちらでも議題になって、九州一体とし

て、知事会としてどう訴えていくかというこ

とは議論になってくるというふうに思ってお

りますので、我が県においても、九州知事会

にはしっかり働きかけをして、九州一体とな

って、政府に対して要望することは要望する

ということをやっていきたいと思っておりま

す。 

 

○荒木章博委員 どっちかというと、あんま

り全員が足並みそろわない県もあるかと思う

んですよね。そういったところをしっかりま

とめて、九州の立つ位置というのを全国に呼

びかけていただきたいと要望しておきます。 

 以上です。 

 

○前川收委員長 ほかにございませんでしょ

うか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 なければ、質疑はこれで終

了いたします。 

 次に、ＴＰＰ協定交渉の大筋合意に対する

意見書の提出について、御審議をお願いいた

したいと思います。 

 お手元に意見書(案)をお配りしております

ので、御一読をお願いしたいと思います。既
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にお配りしてございますので、御一読いただ

ければと思います。 

 皆さん御承知のとおり、平成22年11月議会

から本年６月議会まで、本議会においては、

10度の意見書提出と１度の決議を行っており

まして、これまで、県民の多くが、とりわけ

農林水産業者が抱える不安や将来への危機感

を背景に、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘

味資源作物等々の農林水産重要５品目の聖域

の確保、国益を守り抜くとした交渉内容を、

可能な限り国民へ情報提供をするなど、要望

をしてまいりました。 

 今回、妥結に至ったということであります

ので、この妥結に至った時点において、１か

ら３までの内容について、国に対する意見書

として提出をしたいというふうに思っており

ます。 

 とりわけ２番については、もう妥結された

わけでありますが、国会における衆参の農林

水産委員会において決議がなされておりまし

て、この決議の内容が、果たして今回の合意

内容と合っているのかどうか、十分に審議を

尽くしてもらいたいということ、これは賛否

も含めてですけれども、十分に審議を尽くし

ていただきたいということ。 

 それから３番には、地方の基幹産業である

農林水産業への影響を及ぼさないようにする

とともに、持続的な発展が図られるような必

要な対策について検討し、速やかに実行して

いただきたいという、その２つのことも中心

に、それから１番には、協定の内容につい

て、きちっと国民に公表し、わかりやすく説

明をしていただきたいという、この３つの項

目について、意見書として取りまとめて提出

をしたいというふうに思っております。 

 それでは、皆さんのほうから御意見があれ

ば出していただければと思います。 

 

○山本伸裕委員 先ほど吉田課長さんからも

御説明がありましたとおり、内容は、やっぱ

り米では、特別枠を設定して輸入を大幅にふ

やすであるとか、酪農製品では、輸入枠を設

定するとか、牛肉・豚肉の関税も大幅に引き

下げるであるとか、やっぱりどれをとって

も、重要品目に対して聖域を守るとしてきた

公約が、踏みにじられてきているんじゃない

かというふうに思うわけです。 

 こういった合意内容を見る限り、私は、絶

対にこの合意そのものを容認できないという

表明をすべきではないかと考えております。

まだＴＰＰの調印がされているわけではあり

ませんので、協定書作業づくりから撤退をす

るあるいは調印の中止を求めると、そういっ

た文言を私は意見書の中にも反映させるべき

だというふうに考えております。 

 

○前川收委員長 御意見として承りたいと思

います。 

 批准に向けた協議が国会において今後なさ

れるということでありますから、２項の中で

十分に内容を踏まえた審議をやっていただき

たいということを踏まえてあるつもりであり

ます。 

 ほかに御意見はございませんでしょうか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 なければ、採決をとりたい

と思いますが、この意見書で議長に提出した

いと思いますが、御異議はありませんか。 

  (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あ

り) 

○前川收委員長 御異議がありますので、意

見書(案)を提出することに賛成の皆さんの挙

手をお願いします。 

  (賛成者挙手) 

○前川收委員長 挙手多数と認めます。 

 ただいま御賛同いただきましたので、この

意見書を議長に提出をいたします。 

 次に、その他に入りますが、何かございま

せんか。 

○西岡勝成委員 いろいろ協定の内容がわか
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ってきた段階で、また委員会を――いろいろ

スケジュール的に厳しいものもあると思いま

すけれども、ぜひ、我々も県民に説明せない

かぬですから、委員会を開催していただきま

すように。 

 

○前川收委員長 わかりました。 

 まだ、ＴＰＰの大筋合意はできたものの、

協定調印には至っておりません。この間、

我々は内容をしっかり審議し、なおかつ、

我々が意見書の中で盛り込んでおりますよう

な、県内産業に影響が出ないようにというこ

とを中心に、我々の審議行動をとっていきた

いというふうに思っておりますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

○村上寅美委員 今の西岡委員のに関連だけ

ど、調印の前に、我々の言いたいことは言っ

とかんと、調印してからはどぎゃんならんど

だい。 

 

○前川收委員長 だから、今やっているんで

すよ。 

 

○村上寅美委員 いやいや、今の話がたい。 

 

○前川收委員長 最終的な調印は、批准合意

ができてからしか調印はしないわけでしょ

う。 

 

○吉田企画課長 今、交渉が妥結したという

段階で、合意をしたという段階で、条約の手

続としては進んでおりません。 

 今後、条約の手続としては、署名をしま

す。署名をして、政府間でこの条約をそれぞ

れの国に諮るということを決めるところであ

ります。そうすると、日本の中では、国会で

それを承認していただく。それは、もうイエ

スかノーかの世界でございます。署名の後に

そういう手続が入りまして、国会が承認をす

るということで初めて協定の締結の準備がで

きたということになります。協定の締結が、

ＴＰＰの参加の大筋で皆さんができれば、そ

れで初めて条約として生きるということにな

ります。 

 

○前川收委員長 ですから、まだこれから審

議が進むわけです。 

 

○村上寅美委員 ちょっと待って。俺が言っ

ているのは、調印したのは――もう日本を代

表して日本国もＴＰＰに調印をしてから――

調印をする前に議論するわけでしょう、国内

で。国内で議論するから、その議論に熊本県

の我々の要望も、ぜひ、大いに議論するよう

に、調印前に要望を強く熊本県としてはやる

べきじゃないかということを俺は言っている

わけであってたい。問題は、調印後じゃない

と施行しないということはわかっとるから。 

 

○前川收委員長 御意見として承りたいと思

います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 なければ、これをもちまし

て本日の委員会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

  午前11時36分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  ＴＰＰ対策特別委員会委員長 

 


